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証券コード6637

平成28年６月14日

株 主 各 位

大阪市平野区加美東六丁目13番47号

寺 崎 電 気 産 業 株 式 会 社
代表取締役社長 寺 崎 泰 造

第36期定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第36期定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合には、書面によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決
権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）
午後５時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記
１．日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

天王寺都ホテル　６階　吉野西の間

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第36期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第36期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に

修 正 が 生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス 　

http://www.terasaki.co.jp）に掲載させていただきます。
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項

１．事業の経過及びその成果

(1) 事業の状況

当連結会計年度における世界経済は、新興国、資源国において弱さが

みられるものの先進国を中心に総じて緩やかな回復基調となりました。

米国では、ドル高や新興国経済の減速による影響から輸出や設備投資にや

や弱さがみられますが、個人消費を中心にした内需の成長は続いており、

回復基調が持続しました。欧州では、新興国経済の減速に伴う輸出の伸び

悩み等により回復ペースに鈍さがみられますが、消費主導の緩やかな回復

基調が持続しました。

新興国経済は、中国では景気は緩やかに減速しており、他の地域でも

中国経済の減速の影響がみられるほか、資源国においても弱さがみられま

した。

一方、わが国経済は、企業収益、雇用は改善の動きもみられますが、

新興国経済の減速の影響にて輸出、生産に弱さがみられ、景気の回復の基

調はやや横ばいの動きとなりました。

当社グループをとりまく経済環境は、国内における民間設備投資にお

いては、内需の停滞や外部環境の不透明感から力強さを欠く状況が続きま

した。海外においては、インフラ市場の需要は新興国を中心に堅調に推移

しました。当社の主要顧客である造船業界においては、竣工量は前年に比

べ若干増加しましたが、受注量は、国内においては、円高是正、船体構造

に関わる新規制、窒素酸化物３次規制の適用前の駆け込み需要等を背景に

一定量の受注がありましたが、海外においては、海運市況の悪化に伴うば

ら積運搬船の需要の減少、原油価格下落に伴う海洋掘削市場の低迷等によ
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り受注量は減少しており、厳しい状況が続きました。

このような状況のもと、当連結会計年度の業績につきましては、売上

高は394億円と前年同期比0.9％の減収となりました。利益面では、営業利

益は、原価低減等の収益改善の効果及び原材料価格の安定もあり、36億61

百万円と前年同期比10.9％の増益となり、経常利益は、第３四半期までの

円高是正の持続等もあり、39億26百万円と前年同期比1.2％の増益となり

ました。親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失にて本社移転に伴

う賃貸借契約解約損及び本社移転損失引当金繰入額を計上し、また、特別

利益にて当社100％出資の海外連結子会社の固定資産売却益を計上したこ

となどに伴い、27億40百万円と前年同期比2.5％の増益となりました。

なお、製品別の連結売上高は、システム製品（配電制御システム等）

が215億36百万円と前年同期比8.1％の増収、機器製品（低圧遮断器等）が

178億63百万円と前年同期比10.0％の減収となりました。

当社グループのシステム製品の連結受注高は、国内船舶部門にて、中

国市場向け以外の市場にてコンテナ船、ＬＮＧ船等の受注を確保すること

ができましたが、中国造船市場の受注低下の影響を受けたため、前年同期

を0.8％下回る211億32百万円となりました。その結果、連結受注残高は前

連結会計年度末より４億３百万円減少し、193億96百万円となりました。

なお、機器製品は、計画生産を行っているため、上記受注高、受注残

高には含めておりません。

連結会計年度におけるセグメント別（所在地別）の業績は以下のとお

りであります。

「日本」

船舶用システム製品（船舶用配電制御システム等）は、国内船主向け

のばら積運搬船の売上が前年同期に比べ増加し、海外造船向け大型タンカ

ー、国内造船向けコンテナ船の売上を計上したことに加え、その他の船

種、陸電供給システムの売上も一定量の売上があり、売上が前年同期に比

べ増加しました。
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産業用システム製品（配電制御システム）は、コージェネレーション

システム等の分散型エネルギー関連の売上が引き続き堅調に推移して、鉄

道関連施設向け配電制御システム等の売上もありましたが、国内向け大型

プラントの物件が無く、前年同期に比べ減少しました。

医療関連機器製品は、医療機器では、売上が増加し、また臨床検査機

器では、新機種を本格展開したことによる効果もあり、売上は増加しまし

た。この結果、医療関連機器製品全体でも、売上が前年同期に比べ増加し

ました。

エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、船舶向けの各種点

検作業が堅調に推移し、国内の鉄道関連施設のエンジニアリング作業もあ

り、売上が前年同期に比べ増加しました。

この結果、システム製品全体の売上は前年同期に比べ増加となりまし

た。

機器製品（低圧遮断器等）は、国内向けでは、マーケットの停滞によ

り、新エネルギー分野における直流ブレーカの需要を含め売上が減少し、

海外向けについても、オセアニア地域、東アジアの船舶市場向けの売上減

少等により機器製品全体の売上は、前年同期に比べ減少しました。

その結果、当セグメントの当連結会計年度の売上高は、238億50百万円

と前年同期比2.7％の増収、セグメント利益は、機器製品の売上減少等に

より、26億31百万円と前年同期比6.3％の減益となりました。

「アジア」

船舶用システム製品（船舶用配電制御システム等）では、海運市況の

悪化に伴う中国造船市場向けでの売上減少や東南アジアにおける海洋掘

削市場の低迷の影響により、売上は前年同期に比べ減少しました。

機器製品（低圧遮断器等）では、マレーシア国内向けについてはプロ

ジェクト案件等もあり堅調に推移しましたが、他の地域は総じて市況停滞

の影響により、売上は前年同期に比べ減少しました。
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その結果、当セグメントの当連結会計年度の売上高は、109億26百万円

と前年同期比6.7％の減収、セグメント利益は米ドルに対する現地通貨安

等により、15億60百万円と前年同期比15.0％の増益となりました。

「ヨーロッパ」

機器製品（低圧遮断器等）は、ライフサイクルサービスの売上は増加

しましたが、英国内、中近東向けの売上が減少したことにより、売上は前

年同期に比べ減少しました。

その結果、当セグメントの当連結会計年度の売上高は、45億29百万円

と前年同期比2.9％の減収、セグメント利益は収益性の高いライフサイク

ルサービスの売上が増加したこと等もあり、２億92百万円と前年同期比

67.1％の増益となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施しました企業集団の設備投資の総額は24

億67百万円であります。主に、業務の効率化及びBCP（事業継続計画）強

化に向けた投資、並びに生産効率化及び原価低減に向けた投資、加えて新

製品の生産設備関連に向けた投資を行ってまいりました。

日本においては、当社加美工場敷地内における新本社社屋の建設に向

けた投資を行ってまいりました。また、機器製品関連では、当社加美工場

において生産効率化及び原価低減に向けた投資を、国内生産子会社である

株式会社耶馬溪製作所において、生産効率化及び新製品関連設備に向けた

投資を行ってまいりました。システム製品関連では、当社八尾工場におい

て、医療関連機器製品の生産効率化に向けた投資を、国内生産子会社であ

るテラサキ伊万里株式会社において、新工場建屋及び生産効率化並びに原

価低減に向けた投資を行ってまいりました。

アジアにおいては、機器製品関連にて、TERASAKI ELECTRIC(M)SDN. 

BHD. において、新製品関連設備に向けた投資を行ってまいりました。

主なものは以下のとおりであります。なお、生産能力に重要な影響を

及ぼす設備の売却、撤去又は滅失はありません。
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　当連結会計年度中に完成及び取得した主要設備

（日本）

当社

新本社社屋建屋関連

遮断器等の生産設備関連

医療関連機器の生産設備関連

871百万円

42百万円

16百万円

子会社　株式会社耶馬溪製作所

遮断器等の生産設備関連

専用備品（金型）関連

37百万円

123百万円

子会社　テラサキ伊万里株式会社

新工場建屋関連

配電制御システムの生産設備関連

751百万円

39百万円

（アジア）

子会社　TERASAKI ELECTRIC(M)SDN.BHD.

遮断器等の生産設備関連

専用備品（金型）関連

47百万円

123百万円

(3) 資金調達の状況

当社における新本社社屋の建設及び国内生産子会社であるテラサキ伊

万里株式会社での新工場建設等の設備投資に伴い、金融機関から長期借入

により13億円の資金調達を行っております。なお、その他の設備投資に必

要な資金は手元資金により充当しております。

(4) 対処すべき課題

世界経済は、原油価格の下落、新興国、資源国の減速や米国経済の先

行きへの懸念はありますが、米国及び欧州を中心として緩やかな回復基調

で推移すると予想されます。

一方、日本経済は、海外経済の動向や更なる消費税の増税の影響など

不安定要素があるものの、東京オリンピック関連の需要や自律的な景気拡

大を背景に回復基調が持続すると予想されます。

当社グループをとりまく経済環境は、主要顧客である造船業界では、

今後３年程度の手持ち工事量は確保しておりますが、海運市況の低迷もあ

り、船腹需給バランスの改善には時間を要すると予想されます。民間設備
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投資については、国内は、内需の緩やかな持ち直しを受けて緩やかな増勢

を維持する見通しとなっております。また、東京オリンピック関連の建設

投資も見込まれ、産業用配電制御システム製品及び機器製品の需要拡大も

期待できます。海外では引き続き新興国、資源国を中心としたインフラ関

連の設備投資が堅調に推移し、産業用配電制御システム製品、機器製品、

エンジニアリング及びライフサイクルサービス（予防保全やアフターサー

ビス等）の需要は高まるものと予想されます。

このような環境のもと、当社グループは、さまざまな顧客のニーズへ

の的確かつ迅速な対応によって顧客満足度を高め、シェアの維持・拡大に

全力を挙げてまいります。そのために、すべての部門で創造力が発揮で

き、適応力のある体制の確立を目指しており、設計・生産の改善活動を継

続して経営基盤の強化を図るとともに、協創力を発揮して、市場ニーズを

反映した新商品の開発に努めてまいります。

また、品質、営業・サービス、技術開発、生産場所及び購買等のすべ

てについて、当社グループが持つグローバルな組織の有効活用と更なる

適化の追求を目指してまいります。

加えて、経営全般においては、整備・構築した内部統制システムを有

効に運用するとともに、法令遵守に向けた教育の徹底等、経営理念の一つ

として挙げております企業倫理に基づく積極的な取り組みにより、広く企

業の社会的責任（CSR）を果たしてまいります。また、コーポレート・ガ

バナンスを強化し、より透明性の高い経営の実現と、経営の機動性の向上

の両立を実現してまいります。

当社グループの大きな課題といたしましては、原材料の高騰、原油価

格及び為替の変動等があげられます。原材料については、銅及び銀価格が

高騰・高止まりすれば利益圧迫要因となりますので、これらを含め総合的

な原価低減活動を推進してまいります。また、為替変動への対応について

は為替中立型を目指し、為替変動による影響を 小限にとどめるよう営

業、購買、生産、財務及び設備投資等、総括的な改革・改善に取り組んで

まいります。
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セグメント別には次のような活動に取り組んでまいります。

「日本」

船舶用システム製品は、国内の造船所は約３年分の手持ち工事量を確

保しており、新造船受注量を当社製品の受注に結びつけるための営業強化

とともに、高付加価値船（ＬＮＧ船、コンテナ船、各種タンカー等）の受

注による利益確保、 適パワーマネジメントシステム、環境・省エネ関連

製品等の受注拡大にも取り組み、１隻あたりの当社の貢献度を高めること

により受注、売上増を図ってまいります。

産業用システム製品は、配電制御システムや分散型エネルギーシステ

ム向け製品を機軸として、分散型電源市場、電力市場、環境市場及び国

内・海外のインフラ整備における設備投資関連等の営業活動を強化し、受

注・売上増を図ってまいります。

医療関連機器製品は、新製品の開発とともに新規顧客の獲得等を通じ、

受注拡大に注力してまいります。

エンジニアリング及びライフサイクルサービスは、GSN（グローバル・

サービス・ネットワーク）の拡充とレトロフィットビジネスの拡大、新サ

ービスの提案等により、更なる事業展開を推進してまいります。

機器製品は、オリンピック案件、新エネルギー市場、新興国インフラ

市場、海外舶用市場に対しての営業力強化等によるシェアアップ及び顧客

数増加、OEM（相手先ブランド製品製造）戦略の強化に注力し、受注・売

上増を図ってまいります。

「アジア」

船舶用システム製品は、中国や韓国の造船業界においては、海運市況

の悪化に伴う受注量が低迷しており、船腹需給バランスの回復にも時間を

要する状況ですが、原価低減に注力しながら営業力の強化を図り、１隻あ

たりの当社の貢献度を高めることによりシェアの拡大に努めてまいりま

す。
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機器製品においても営業力の強化を図り、マレーシア国内向け、舶用

市場とインフラ関連市場向け、日系企業の設備投資案件を中心にシェアの

拡大に努めてまいります。

「ヨーロッパ」

欧州経済は、新興国経済の減速による輸出の減少などにより回復ペー

スは鈍いものの、内需が下支えとなり緩やかな回復が続くと見込まれま

す。それに伴い、民間設備投資も緩やかな回復傾向に向かうと見込まれま

すので、機器製品の販売拡大を目指してまいります。

また、中近東、アフリカ及び中南米市場等のシェア拡大を図るととも

に、OEM（相手先ブランド製品製造）販売先との協力関係を更に強化し、

顧客数を増やし販売量の拡大を図ってまいります。

－ 9 －

事業の経過及びその成果
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２．企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

区 分
第33期

(平成25年３月期)
第34期

(平成26年３月期)
第35期

(平成27年３月期)

第36期
（当連結会計年度）
(平成28年３月期)

売 上 高(千円） 31,973,260 36,975,888 39,777,733 39,400,057

経 常 利 益(千円） 1,229,537 2,612,622 3,881,057 3,926,527

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

(千円） 719,779 2,137,090 2,673,767 2,740,547

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 55円24銭 164円03銭 205円22銭 210円34銭

総 資 産(千円） 36,452,265 37,485,560 44,793,072 45,485,120

純 資 産(千円） 18,657,879 22,308,756 26,674,757 27,659,565

自 己 資 本 比 率( ％ ) 51.1 59.4 59.5 60.7

（注）１．１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。

なお、期中平均発行済株式総数については自己株式を控除して算出しております。

２．記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

３．第33期

　　中国をはじめとするアジア新興国経済の成長鈍化及び舶用製品市況悪化の影響等によ

り、親会社株主に帰属する当期純利益は７億19百万円となっております。

４．第34期

　　国内、海外における民間設備投資の回復及び円高是正の継続等もあり、大幅な増収を

確保し、生産革新活動による収益改善も寄与したこともあり、親会社株主に帰属する

当期純利益は21億37百万円となっております。

５．第35期

　　国内、海外における民間設備投資の回復及び円高是正の持続、加えて新造船受注量の

回復等もあり、増収を確保し、素材価格の安定並びに生産革新活動による収益改善が

寄与したこともあり、親会社株主に帰属する当期純利益は26億73百万円となっており

ます。

６．第36期

　　当連結会計年度につきましては、前記「１．事業の経過及びその成果(1) 事業の状況」

に記載したとおりであります。

－ 10 －

企業集団の営業成績及び財産の状況の推移
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３．重要な親会社及び子会社の状況
(1) 親会社との関係
　該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

名 称 資 本 金
議 決 権
比 率

事 業 の 内 容

テ ラ テ ッ ク 株 式 会 社 20,000千円 100.0％ エンジニアリング及びライフサイクル

テラメックス株式会社 40,000千円 100.0％ 医 療 用 機 器 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(EUROPE) LTD.

2,500千英ポンド 100.0％ 低 圧 遮 断 器 の 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(M) SDN.BHD.

6,000千マレーシアリンギ 100.0％ 低 圧 遮 断 器 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
CO., (FAR EAST)
PTE.LTD.

1,000千シンガポールドル 100.0％ 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(CHINA) LTD.

3,000千米ドル 100.0％ 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

TERASAKI ELECTRIC
(SHANGHAI)CO., LTD.

1,700千米ドル (100.0％) 各 種 配 電 盤 の 製 造 ・ 販 売

（注）    TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO.,LTD.の議決権比率欄の（　　）内表示は、

TERASAKI ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD.の100％所有を表しております。

４．企業集団の主要な事業内容（平成28年３月31日現在）
　当社グループは、船舶用・産業用の配電制御システム製品、及び遮断器等
の電気開閉機器の製造並びに販売を行っております。主要な営業品目は、次
のとおりであります。
①　システム製品　船舶用　　配電制御システム、集合始動器盤、

機関監視制御システム、高圧配電盤、
停泊中船舶への陸電供給システム、
船員教育用エンジンルームシミュレーショ
ンシステム

産業用　　配電制御システム、コージェネレーション
システム、電子応用製品、医療関連機器、
高圧配電盤

②　機器製品　　　　　　　　配線用遮断器､ 漏電遮断器､ 気中遮断器､ 
多線貫通システム（ケーブル貫通部の総合
防災品）

－ 11 －

重要な親会社及び子会社の状況、企業集団の主要な事業内容
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５．企業集団の主要拠点等（平成28年３月31日現在）

(1) 当社営業所及び工場等

名 称 所 在 地

本 社 大 阪 市 阿 倍 野 区

支 社 大 阪 市 平 野 区

東 京 営 業 所 東 京 都 中 央 区

名 古 屋 営 業 所 名 古 屋 市 名 東 区

四 国 営 業 所 香 川 県 坂 出 市

九 州 営 業 所
福 岡 市 南 区

佐 賀 県 伊 万 里 市

加 美 工 場 大 阪 市 平 野 区

八 尾 工 場 大 阪 府 八 尾 市

(2) 国内及び海外連結子会社

セグメント 事 業 の 内 容 会 社 名 所 在 地

日 本

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ及びﾗｲﾌｻｲｸﾙ テラテック株式会社 大阪府

生産・販売 テラメックス株式会社 京都府

生産 テラサキ伊万里株式会社 佐賀県

生産 株式会社耶馬溪製作所 大分県

ア ジ ア

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD. シンガポール

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD. 中国

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD. 中国

生産・販売 TERASAKI ELECTRIC (M) SDN.BHD. マレーシア

ヨーロッパ マーケティング・販売 TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. イギリス

－ 12 －

企業集団の主要拠点等
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６．従業員の状況（平成28年３月31日現在）

(1) 企業集団の従業員の状況

当 連 結 会 計 年 度 末 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 数

1,895 (297) 名 △23 (11）名

（注）　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から

当社グループへの出向者を含む）であり、臨時雇用者数（パート及び人材会社からの派

遣社員等）は、 近１年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

(2) 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前年度末比増減数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

590 (227) 名 14 (12）名 41.7才 19.4年

 (注) 　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）

であり、臨時雇用者数（パート及び人材会社からの派遣社員等）は、 近１年間の平均

人員を（　）外数で記載しております。

７．企業集団の主要な借入先及び借入額（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,610,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,350,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 960,000千円

－ 13 －

従業員の状況、企業集団の主要な借入先及び借入額
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Ⅱ．会社の状況に関する事項
１．株式の状況

(1) 発行可能株式総数　　　　　普通株式 52,000,000株

(2) 発行済株式の総数　　　　　普通株式 13,030,000株

(3) 株主数 958名

(4) １単元の株式数 100株

(5) 大株主の状況（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 寺 崎 2,200,600株 16.89％

寺 崎 泰 造 1,109,680株 8.51％

日本ﾄ ﾗ ｽ ﾃ ｨ ･ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ信託銀行株式会社 906,700株 6.95％

浪 華 振 興 株 式 会 社 866,000株 6.64％

荒 　 巻 　 か お り 732,100株 5.61％

テ ラ サ キ 従 業 員 持 株 会 713,044株 5.47％

寺 崎 雄 造 671,400株 5.15％

株 式 会 社 芳 山 社 653,600株 5.01％

テ ラ サ キ 共 栄 会 574,300株 4.40％

日 本 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ 信 託 銀 行 株 式 会 社 477,900株 3.66％

（注）　持株比率は自己株式1,021株を控除して計算しております。

２．新株予約権等の状況

　当事業年度中の該当事項はありません。

－ 14 －

株式の状況、新株予約権の状況
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３．会社役員の状況

(1) 取締役の状況

地 位 氏 名 担 当 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 藤 田 正 一

代 表 取 締 役 社 長 寺 崎 泰 造

常 務 取 締 役 周 藤 　 忠 機器事業担当

常 務 取 締 役 岡 田 俊 二 システム事業担当

取 締 役 池 田 康 孝
経営企画・技術・情報
開示担当

取 締 役 熊 澤 和 信 人事・総務担当

取 締 役 長 瀬 順 治 経理担当

取 締 役 西 田 昌 央
エンジニアリング・ライフ

サイクル事業担当

取 締 役
(監査等委員・常勤)

赤 木 孝 史

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

友 杉 芳 正

取 締 役
( 監 査 等 委 員 )

鷹 野 俊 司

（注）１．当社は、当事業年度において、監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行して

おります。

２．取締役（監査等委員）のうち、友杉芳正及び鷹野俊司の両氏は会社法第２条第15号に

定める社外取締役であります。

３．取締役（監査等委員）友杉芳正氏は、商学博士の学位を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有するものであります。

４．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く）からの

情報収集及び監査等による情報共有並びに内部監査部門である監査室及び会計監査人

と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、赤木孝史氏を常勤の監査等委員とし

て選定しております。

５．当社は、取締役（監査等委員）友杉芳正及び鷹野俊司の両氏を東京証券取引所の定め

に基づく独立役員として指定し、同取引所へ届出しております。

－ 15 －

会社役員の状況
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(2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

①当事業年度に係る報酬等の総額

区 分

取締役（監査等委
員 を 除 く ）

取 締 役
（監査等委員）

監 査 役 計

支給人員 報酬等の額 支給人員 報酬等の額 支給人員 報酬等の額 支給人員 報酬等の額

株主総会決議
に基づく報酬

９名
153,400
千円

３名
20,830
千円

３名
4,440
千円

15名
178,670
千円

（注）１．上記のほか、使用人兼務取締役（５名）に対する使用人分相当額として44,640千円を

支給しております。

２．株主総会決議による取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は年額300,000千円以内

（ただし、使用人分給与は含まない）であります。（平成27年６月26日開催の第35期

定時株主総会決議）

３．株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内であ

ります。（平成27年６月26日開催の第35期定時株主総会決議）

４．上記取締役の報酬等の額には、当事業年度に費用として処理を行った役員賞与の金額

を含んでおります。（取締役（監査等委員を除く）42,000千円、取締役（監査等委員）

4,000千円）

５．上記取締役の報酬等の額には、当事業年度に繰入を行った役員退職慰労引当金の金額

を含んでおります。（取締役（監査等委員を除く）4,340千円、監査役360千円）

６．上記取締役（監査等委員）の報酬等の額には、社外取締役（２名）に対する報酬額

5,400千円を含んでおります。

７．上記監査役の報酬等の額には、社外監査役（２名）に対する報酬額1,700千円を含んで

おります。

②当事業年度に支払った、及び支払う見込みの額が明らかとなった役員退

職慰労金は次のイ）及びロ）のとおりであります。

なお、これらの金額には上記①及び過年度の事業報告において役員の報

酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。

イ）平成27年６月26日開催の第35期定時株主総会決議に基づき、同総会

終結の時をもって退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は、

以下のとおりであります。

・取締役（監査等委員を除く）１名に対し　16,000千円

ロ）平成27年６月26日開催の第35期定時株主総会決議に基づく、役員退

職慰労金制度廃止に伴う打切り支給予定額

・取締役（監査等委員を除く）７名  160,510千円

・取締役（監査等委員）　　　３名    7,950千円（うち社外取締

役２名3,150千円）

－ 16 －

会社役員の状況
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(3) 社外取締役の主な活動状況

区分 氏　名 主 な 活 動 状 況

取締役
(監査等委員)

友 杉 芳 正

当事業年度開催の取締役会22回のうち21回、並びに監査等委
員会設置会社へ移行するまでの監査役会４回及び監査等委
員会９回の全回に出席し、主に財務及び会計的な観点より、
議案・審議事項等について、適宜必要な発言を行っておりま
す。

取締役
(監査等委員)

鷹 野 俊 司

当事業年度開催の取締役会22回の全回、並びに監査等委員会
設置会社に移行するまでの監査役会４回及び監査等委員会
９回の全回に出席し、主に弁護士としての専門的見地より、
議案・審議事項等について、適宜必要な発言を行っておりま
す。

(4) 責任限定契約の内容の概要

　当社は定款において、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）

との責任限定契約の規定を設けております。

　当該定款に基づき当社が取締役（業務執行取締役等であるものを除

く。）と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

（取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との責任限定契約）

　取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、その職務を行う

につき善意でかつ重大な過失がない場合は、法令が規定する額を限度額

として損害賠償責任を負担するものとする。

－ 17 －

会社役員の状況
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４．会計監査人の状況

(1) 名称　　　新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

　　　33,000千円

 (注)①当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等

の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的に

も区分できないことから、上記の金額はこれらの合計額を記載しております。

 　　②当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び

会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活

動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の活動計画及び報

酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行いました。審議の結果、

適正であると判断したため、会社法第399条第１項及び第３項に基づき、会計監査

人の報酬等の額について、同意を行っております。

(3) 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容

　当事業年度中の該当事項はありません。

(4) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分

　金融庁が平成27年12月22日付で発表した業務停止処分の概要

① 処分対象

新日本有限責任監査法人

② 処分内容

平成28年１月１日から平成28年３月31日までの３ヶ月間の契約の新規

の締結に関する業務停止

③ 処分理由

・社員の過失による虚偽証明

・監査法人の運営が著しく不当

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める解

任事由のいずれかに該当する状況にある場合には、監査等委員全員の同意

に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定

した監査等委員は、解任した旨及び解任理由を解任後、 初に招集される

株主総会において報告いたします。

　また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査

体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、

株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決
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定いたします。

(6) 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益

の合計額

33,000千円

(7) 当社の重要な子会社のうち、TERASAKI ELECTRIC（EUROPE）LTD.他７社

は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれ

らの資格に相当する資格を有するものを含む。）の法定監査を受けており

ます。

Ⅲ．業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
　当社は、会社法第399条の13第２項の規定に基づき、同条第１項第１号ロ及

びハ、並びに会社法施行規則第110条の４第１項各号及び第２項各号に定める

体制の整備の基本方針を次のとおり決議しました。また、企業価値の継続的

向上を図るためには、経営の効率性を追求するとともに、事業活動より生じ

るリスクをコントロールすることが必要であり、このための内部統制強化が

不可欠であるとの基本認識のもと、以下に掲げる諸施策の継続的な実施を推

進してまいります。

１．当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確保する

ための体制

　当社は、取締役、従業員を含めた行動規範として「寺崎電気グループ企業

倫理綱領」を定め、この遵守を図っている。取締役会については、その適切

な運営を確保するために「取締役会規程」を定めている。取締役会は、月２

回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催し、取締役間の意

思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為の未然

防止に努めている。また、当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員

会は監査の方針を定め、監査等委員は取締役の職務の執行を監査している。

取締役が他の取締役の法令・定款の違反行為を発見した場合は、直ちに監査

等委員会及び取締役会に報告し、その是正を図る。

２．当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、「取締役会規程」に基づき取締

役会議事録を作成し、適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理するこ

ととし、10年間は閲覧可能な状態を維持する。
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３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、以下①から③のリスクを

認識し、その把握と管理、個々のリスクに対する管理責任者についての体

制を整える。

①　当社に直接または間接に経済的損失をもたらす可能性

②　当社事業の継続を中断・停止させる可能性

③　当社の信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性

(2) リスク管理体制の基礎として、「リスクマネジメント基本規程」を定め、

個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理

体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長として、

顧問弁護士等も含む対策本部を設置し、迅速かつ適切に対応し、損害の拡

大を防止するとともに、これを 小限に止める体制を整える。

４．当社の財務報告の適正性を確保するための体制

　当社及び当社グループの財務報告の適正性を確保するため、「財務報告に

係る内部統制規程」及びその関連規程にて、財務報告の基本方針を定め、同

報告に係る内部統制を整備及び運用する体制を構築する。

５．当社の取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するた

めの体制

(1) 取締役の職務の執行が有効かつ効率的に行われることを確保するための

体制の基礎として、取締役会を月２回定時に開催するほか、必要に応じて

適宜臨時に開催し、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項は審議

を経て決定を行う。

(2) 取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」及び「職

務権限規程」に基づき、それぞれの部署の組織、職務分掌の範囲、各職位

を担当する者の責任及び権限を定めている。

６．当社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

(1) コンプライアンス体制の基礎として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」

及び「企業倫理行動指針」を定めている。社長を委員長とする内部統制委

員会を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進する。
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(2) 内部監査部門として執行部門から独立した社長直轄の監査室を設置して

いる。

(3) 取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する

重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員に報告し、遅滞なく取

締役会において報告する。

(4) 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体

制として、「内部通報規定」に基づきその運用を行う。

(5) 監査等委員は当社の法令遵守体制及び内部通報システムの運用に問題が

あると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めること

ができる。

７．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

(1) グループ会社における業務の適正を確保するために、グループ企業全て

に適用する行動指針として、「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めて

おり、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定める。

　経営管理については、グループ会社経営管理の基本方針は「経営方針書」

において定められており、「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・

報告制度による子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニタリングを行

う。

　取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに

関する重要な事実を発見した場合は、監査等委員に報告する。

(2) 反社会的勢力に対しては、企業倫理綱領に基づき毅然とした態度で排除

する。

(3) 子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容等が法令に違反し、その

他、コンプライアンス上問題があると認めた場合には、監査室に報告する。

監査室は社長に報告し、直ちに監査等委員にも報告を行うとともに、意見

を述べることができる。監査等委員は意見を述べるとともに、関係部署に

対して改善案の策定を求めることができる。

８．当社の監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くこと

の求めがあった場合における、当該従業員に関する事項と当該従業員の取締

役からの独立性に関する事項

(1) 監査等委員より、監査等委員の職務を補助すべき従業員を置くことの求

めがあった場合には、「監査等委員会規程」に基づき、監査等委員の職務
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を補助すべき従業員として、当社の従業員から監査等委員補助者を任命す

る。その場合、監査等委員補助者の評価は監査等委員が行い、監査等委員

補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査等委員会の

同意を得た上で取締役会が決定し、取締役からの独立を確保する。

(2) 監査等委員補助者は業務の執行に係る役職を兼任しない。

９．当社の取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制、及び監査

等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役及び従業員が監査等委員に報告すべき事項、並びに時期について

の規程及び「監査等委員監査規程」を定めており、当該規程に基づき、取

締役及び従業員は当社の業務、または業績に影響を与える重要な事項につ

いて監査等委員に報告するものとする。前記にかかわらず、監査等委員は

いつでも必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求めることがで

きる。

(2) 「内部通報規定」に基づき、その適切な運用を維持することにより、法

令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員への適切な

報告体制を確保する。

10．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　　当連結会計年度に実施した当社グループにおける内部統制システムの主

な運用状況は以下のとおりであります。

(1) コンプライアンスに関する取組み

　　当社では「寺崎電気グループ企業倫理綱領」を定めこれに基づく「企業

倫理行動指針」を別途定めて取り組んでおります。

　　当連結会計年度においても新入社員研修においてこの綱領と行動指針に

ついて説明を行い、コンプライアンスの重要性を認識させております。ま

た、昇格昇級者研修においても再度この綱領と行動指針を説明して再徹底

に努めております。

　　また内部統制委員会を年2回開催し、綱領に伴う行動指針の遵守状況など

を報告し確認しております。

(2) リスク管理体制の強化

　　当社ではリスク管理の 上位規程として「リスクマネジメント基本規

程」を制定して、当社の経営ならびに事業活動に重大な影響を与えるリス

クについて認識して取り組んでおります。
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　　当連結会計年度においてもリスクマネジメント委員会を年２回開催し、

リスクマネジメント活動への取り組みについて報告し、確認しておりま

す。

(3) 企業グループにおける業務の適正の確保

　　当社では「取締役会規程」及び「関係会社管理規程」を定めてグループ

全体の業務の適正確保に努めております。具体的には取締役会において、

前記規程に従った重要事項の審議と決定を行っております。また、前月の

事業実績を報告し今後の施策について検討する事業実績会議をはじめと

して、社内の各種会議に当社グループ関係者も参加させてグループとして

の業務の適正の確保に努めております。

(4) 監査等委員会の監査体制

　　監査等委員会にて「監査等委員会監査規程」を定め、これに基づき、監

査方針、監査計画及びそれぞれの監査等委員の専門性を活かした職務分担

に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、内部監査部門その

他の従業員等の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を

求め、書類の閲覧、実地調査を実施しました。内部監査部門と緊密な連携

を図り、当社グループ全体の効果的な監査が実施できる体制を構築してい

ます。また、会計監査人からの四半期毎の監査結果報告及び意見交換を行

い、適正な監査を実施しているかを確認しました。
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Ⅳ．剰余金の配当の決定に関する方針
　利益配分につきましては、安定的な配当の継続及び経営基盤の充実と今後

の事業展開のための内部留保を確保しつつ、業績、経営環境及び財務状況等

を総合的に勘案して決定することとしております。

　この方針に基づき、当事業年度の期末配当につきましては、１株につき12

円とさせていただくことといたしました。

（注）　本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

有 価 証 券

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

33,287,336

10,692,025

14,589,573

9,467

3,098,976

2,136,158

1,504,884

579,758

838,344

△161,851

12,197,784

8,691,692

3,257,173

808,934

344,355

3,025,311

11,579

1,244,337

234,764

234,764

3,271,327

534,617

2,277,888

290,244

300,986

△132,410

流 動 負 債 12,835,676

支払手形及び買掛金 6,678,201

短 期 借 入 金 580,000

１年以内返済予定長期借入金 897,400

未 払 法 人 税 等 553,152

未 払 費 用 2,347,716

製 品 保 証 引 当 金 171,638

本社移転損失引当金 46,000

そ の 他 1,561,567

固 定 負 債 4,989,878

長 期 借 入 金 3,436,550

繰 延 税 金 負 債 536,060

退職給付に係る負債 563,027

そ の 他 454,241

負 債 合 計 17,825,555

純 資 産 の 部

株 主 資 本 25,943,255

資 本 金 1,236,640

資 本 剰 余 金 2,244,650

利 益 剰 余 金 22,463,398

自 己 株 式 △1,433

その他の包括利益累計額 1,675,848

その他有価証券評価差額金 187,823

為替換算調整勘定 117,712

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

1,370,312

非 支 配 株 主 持 分 40,461

純 資 産 合 計 27,659,565

資 産 合 計 45,485,120 負 債 及 び 純 資 産 合 計 45,485,120

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 25 －

連結貸借対照表



2016/05/30 18:14:44 / 15175355_寺崎電気産業株式会社_招集通知

連 結 損 益 計 算 書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

売 上 高 39,400,057

売 上 原 価 27,362,682

売 上 総 利 益 12,037,375

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,375,507

営 業 利 益 3,661,867

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 109,563

為 替 差 益 370,450

そ の 他 138,325 618,339

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,758

デ リ バ テ ィ ブ 評 価 損 274,548

そ の 他 46,373 353,680

経 常 利 益 3,926,527

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 679,381 679,381

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 18

固 定 資 産 除 却 損 108,724

賃 貸 借 契 約 解 約 損 720,000

本 社 移 転 損 失 引 当 金 繰 入 額 46,000 874,743

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,731,165

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,026,734

法 人 税 等 調 整 額 △34,495 992,239

当 期 純 利 益 2,738,925

非支配株主に帰属する当期純損失 △1,622

親会社株主に帰属する当期純利益 2,740,547

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,236,640 2,244,650 19,879,198 △1,433 23,359,054

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △156,347 △156,347

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

2,740,547 2,740,547

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 2,584,200 － 2,584,200

当 期 末 残 高 1,236,640 2,244,650 22,463,398 △1,433 25,943,255

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 298,235 1,181,683 1,792,199 3,272,118 43,584 26,674,757

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △156,347

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 利 益

2,740,547

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△110,412 △1,063,971 △421,886 △1,596,270 △3,122 △1,599,392

当 期 変 動 額 合 計 △110,412 △1,063,971 △421,886 △1,596,270 △3,122 984,807

当 期 末 残 高 187,823 117,712 1,370,312 1,675,848 40,461 27,659,565

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数：　　　　14社

主要な連結子会社の名称：TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD.

TERASAKI ELECTRIC (M) SDN.BHD.

TERASAKI ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD.

TERASAKI ELECTRIC (CHINA) LTD.

TERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

テラテック株式会社

テラメックス株式会社

(2) 主要な非連結子会社の名称等

①　主要な非連結子会社の名称：TERATEC(USA)INC.　他

②　連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用会社はありません。

(2) 持分法の適用範囲から除いた理由

非連結子会社（TERATEC(USA)INC. 他）及び関連会社（丸正工業

㈱ 他）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計

算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの：　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用

しております。

時価のないもの：　総平均法に基づく原価法を採用しております。

②　デリバティブ

時価法を採用しております。

③　たな卸資産

商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品

当社及び国内連結子会社

システム製品：　主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

機器製品　　：　主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

在外連結子会社

システム製品：　主として個別法に基づく低価法を採用しております。

機器製品　　：　主として総平均法に基づく低価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は主

として定額法を採用しております。

ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については、定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　：２～50年

機械装置及び運搬具：２～７年

工具器具備品　　　：２～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社は主として定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可

能期間（３～５年）に基づく定額法を採用しております。
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③　リース資産　　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結

子会社は一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。また、在外連結子会社は主として貸倒懸

念債権等の特定の債権について回収不能見込額を計上しておりま

す。

②　製品保証引当金　　　当社、TERASAKI ELECTRIC CO., (FAR EAST) PTE.LTD.、TERASAKI 

ELECTRIC (CHINA) LTD.及びTERASAKI ELECTRIC (SHANGHAI) 

CO.,LTD.は、販売製品について将来発生するアフターサービス費

用の支出に備えるため、過去の実績に基づき当連結会計年度の負

担額を計上しております。

③　本社移転損失引当金　本社移転の決定に伴い将来発生が見込まれる原状回復費用等の支

出に備えるため、発生見込額を計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

　なお、在外子会社等の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当社及び国内連結子会社におい

て当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、退職給付債務か

ら年金資産の額を控除した額を退職給付に係る債務（ただし、年金資産の額が退職給付債務

を超える場合には退職給付に係る資産）として計上しております。

　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっております。

　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により按分した額を費用処理することとしております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。

－ 30 －

連結注記表



2016/05/30 18:14:44 / 15175355_寺崎電気産業株式会社_招集通知

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については税効果を調整の上、純資産の

部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

　一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、為替予約等について振当処理の要件を充たしている場合には振当処理によってお

り、また金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理によって

おります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりです。

(イ)ヘッジ手段：為替予約

　ヘッジ対象：外貨建売掛金及び受取手形

(ロ)ヘッジ手段：金利スワップ

　ヘッジ対象：借入金

③　ヘッジ方針

　外貨建予定取引に関して、為替予約を付し為替変動リスクをヘッジする方針であります。

　また、金利スワップ取引は金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジす

る方針であります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を比較して、

ヘッジ有効性を評価しております。

　ただし、特例処理によっている金利スワップについては、ヘッジ有効性の評価を省略し

ております。

(7) 消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

（会計方針の変更)

  「企業結合に関する会計基準等」の適用

　｢企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務

諸表に関する基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）等を当連結会計年度から適用し、当

期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行ってお

ります。
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（表示方法の変更）

　（連結損益計算書）

１) 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取賃貸料」は

金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度では「その他」に含めて表示してお

ります。

２) 前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「賃貸費用」及び

「減価償却費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度では「その他」

に含めて表示しております。

（追加情報）

１）役員退職慰労金制度の廃止

　当社は平成27年６月26日開催の定時株主総会において、役員に対する退職慰労金制度

の廃止及びその打切り支給を決議しました。また、一部の連結子会社においても平成27

年５月開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議しました。

　これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、当連結会計年度末現在の未払額

221,188千円を固定負債の「その他」に計上しております。

２）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一

部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、

平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われる

こととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定

実効税率は前連結会計年度の計算において使用した32.2％から平成28年４月１日に開

始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.8％に、平成29年４月１

日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.5％に、平成30年

４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.2％

となります。

　　　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が

10,137千円、法人税等調整額が33,590千円、その他有価証券評価差額金が4,840千円、

退職給付に係る調整累計額が38,887千円それぞれ増加しております。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 14,660,237千円

２．担保資産及び担保付債務

①　担保に供している資産は次のとおりであります。

資 産 金 額

建 物 及 び 構 築 物 911,822千円

土 地 1,535,165千円

投 資 有 価 証 券 91,288千円

合 計 2,538,275千円

②　担保付債務は次のとおりであります。

金 額

短 期 借 入 金 200,000千円

１ 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 844,000千円

長 期 借 入 金 2,935,000千円

合 計 3,979,000千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式

普通株式 13,030,000 － － 13,030,000

合計 13,030,000 － － 13,030,000

自己株式

普通株式 1,021 － － 1,021

合計 1,021 － － 1,021
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２．剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当金総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成27年
６月26日

普通株式 156,347千円 12円
平成27年
３月31日

平成27年
６月29日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成28年
６月29日

普通株式
利　益
剰余金

156,347千円 12円
平成28年
３月31日

平成28年
６月30日

（金融商品に関する注記）

１．金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金等や安全性の高い金融商品に限定し、

資金の調達については銀行等金融機関からの借入によっております。デリバティブは後述

するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程等の内部管理基準に沿っ

てリスク低減を図っております。一部の外貨建営業債権については、為替相場の変動リス

クを回避しキャッシュ・フローの固定化を図るために、包括的あるいは個別契約ごとにデ

リバティブ取引（先物為替予約取引）をヘッジ手段として利用しております。

　有価証券及び投資有価証券については、主として業務上の関係を有する企業の株式であ

り、その大部分は上場株式であります。これらについては、市場価格の変動リスクに晒さ

れておりますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。

　支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。外貨建営業債

務については、為替相場の変動リスクに晒されておりますが、外貨建営業債権がこれを上

回るため基本的にリスクはヘッジされております。

　借入金は、主に営業運転資金及び設備投資に係る資金の調達を目的としたものでありま

す。一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図

るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利

用しております。

　デリバティブ取引については、基本的に、金利スワップ取引及び先物為替予約取引に限

定しており、社内管理規程等に従い実需の範囲で行うように運用・管理を行っております。

なお、リスク回避及び低減の観点より、それ以外のデリバティブ取引の実行が必要となっ

た場合は、取締役会での承認にもとづき行うこととしております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含ま

れておりません（（注）２．参照）

（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額（＊１）

時価
（＊１）

差額

(1) 現金及び預金 10,692,025 10,692,025 －

(2) 受取手形及び売掛金 14,589,573 － －

貸倒引当金（＊２） △161,805 － －

14,427,767 14,421,455 △6,312

(3) 有価証券及び投資有価証券 517,369 517,369 －

(4) 支払手形及び買掛金 （6,678,201） （6,678,090） 110

(5) 短期借入金 （580,000） （580,000） －

(6) 長期借入金 （4,333,950） （4,341,880） △7,930

(7) デリバティブ取引（＊３） （131,230） （131,230） －

ヘッジ会計が適用されていないもの （131,230） （131,230） －

ヘッジ会計が適用されているもの － － －

（＊１）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。

（＊２）受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（＊３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳

簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及

び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。

　なお、一部の外貨建売掛金は為替予約の振当処理の対象とされており（下記(7)参

照）、為替予約の時価は取引金融機関から提示された価格によりヘッジ対象となった

売掛金の時価に含めて記載しております。
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(3) 有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格により、その他は取引金融機関よりの

提示価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金

　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フ

ローを返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値によ

り算定しております。

(5) 短期借入金

　短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

(6) 長期借入金（１年以内返済予定長期借入金を含む）

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想

定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入

金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記(7)参照）、金利スワップの時

価は取引金融機関から提示された価格によりヘッジ対象となった長期借入金の時価に

含めて記載しております。

(7) デリバティブ取引

　デリバティブ取引の時価については、取引金融機関より提示された価格によってお

ります。

　なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体と

して処理されているため、その時価は当該売掛金の時価に含めて記載しております（上

記(2)参照）。

　また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金

と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載し

ております（上記(6)参照）。

　　　２．非上場株式（連結貸借対照表計上額26,716千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められる

ため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）

　　　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 2,119円82銭

１株当たり当期純利益金額 210円34銭

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

親会社株主に帰属する当期純利益 2,740,547千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 2,740,547千円

普通株式の期中平均株式数 13,028千株

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

（注）　本注記表中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表
（平成28年３月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

17,197,757

3,216,686

2,049,456

8,104,027

1,723,103

1,009,764

513,039

15,242

333,393

306,751

△73,708

9,950,494

6,050,121

1,562,789

91,872

293,738

2,210

200,235

2,769,633

1,129,641

127,843

118,368

9,474

3,772,530

506,215

1,772,062

0

376,000

240,504

1,095,487

△217,740

流 動 負 債 8,140,030

支 払 手 形 2,700,022

買 掛 金 2,337,671

短 期 借 入 金 450,000

１年以内返済予定長期借入金 897,400

未 払 金 347,142

未 払 費 用 725,990

未 払 法 人 税 等 230,361

前 受 金 231,418

預 り 金 25,535

未 払 役 員 報 酬 46,000

製 品 保 証 引 当 金 58,615

本社移転損失引当金 46,000

関係会社事業損失引当金 43,649

そ の 他 223

固 定 負 債 6,498,361

長 期 借 入 金 3,436,550

関係会社長期借入金 2,116,610

退 職 給 付 引 当 金 736,365

そ の 他 208,836

負 債 合 計 14,638,392

純 資 産 の 部

株 主 資 本 12,322,743

資 本 金 1,236,640

資 本 剰 余 金 2,244,650

資 本 準 備 金 2,244,650

利 益 剰 余 金 8,842,886

利 益 準 備 金 150,387

そ の 他 利 益 剰 余 金 8,692,498

特 別 償 却 準 備 金 31,002

別 途 積 立 金 4,900,168

繰 越 利 益 剰 余 金 3,761,327

自 己 株 式 △1,433

評価・換算差額等 187,116

その他有価証券評価差額金 187,116

純 資 産 合 計 12,509,860

資 産 合 計 27,148,252 負 債 及 び 純 資 産 合 計 27,148,252

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

売 上 高 25,225,496

売 上 原 価 19,573,814

売 上 総 利 益 5,651,681

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,726,493

営 業 利 益 925,188

営 業 外 収 益

受 取 利 息 5,152

受 取 配 当 金 483,428

そ の 他 175,629 664,209

営 業 外 費 用

支 払 利 息 32,935

為 替 差 損 15,928

そ の 他 516 49,380

経 常 利 益 1,540,017

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,410 1,410

特 別 損 失

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 74,071

固 定 資 産 除 却 損 81,263

賃 貸 借 契 約 解 約 損 720,000

関係会社事業損失引当金繰入額 43,649

本 社 移 転 損 失 引 当 金 繰 入 額 46,000 964,984

税 引 前 当 期 純 利 益 576,444

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 289,162

法 人 税 等 調 整 額 △63,202 225,960

当 期 純 利 益 350,484

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本
準備金

資本剰余
金合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 1,236,640 2,244,650 2,244,650 150,387 34,145 4,900,168 3,564,048 8,648,750

当 期 変 動 額

特 別 償 却 準 備 金
の 取 崩 し

△3,142 3,142 －

剰 余 金 の 配 当 △156,347 △156,347

当 期 純 利 益 350,484 350,484

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △3,142 － 197,279 194,136

当 期 末 残 高 1,236,640 2,244,650 2,244,650 150,387 31,002 4,900,168 3,761,327 8,842,886

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算差額
等 合 計

当 期 首 残 高 △1,433 12,128,607 297,160 297,160 12,425,767

当 期 変 動 額

特 別 償 却 準 備 金
の 取 崩 し

－ －

剰 余 金 の 配 当 △156,347 △156,347

当 期 純 利 益 350,484 350,484

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△110,043 △110,043 △110,043

当 期 変 動 額 合 計 － 194,136 △110,043 △110,043 84,092

当 期 末 残 高 △1,433 12,322,743 187,116 187,116 12,509,860

（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式：　　　総平均法に基づく原価法を採用しております。

②　その他有価証券

時価のあるもの：　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの：　　　　　　　　総平均法に基づく原価法を採用しております。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法　時価法を採用しております。

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①　商品及び製品、原材料　　　　　　　主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。

②　仕掛品

システム製品：　　　　　　　　　主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

機器製品：　　　　　　　　　　　主として総平均法に基づく原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定）を採用しております。

③　貯蔵品　　　　　　　　　　　　　　 終仕入原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、

定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　：２～50年

構築物　　　：７～50年

機械及び装置：２～７年

車両運搬具　：２～11年

工具器具備品：２～20年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては社内における利

用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用しております。
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(3) リース資産

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

を採用しております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　売掛金等の債権に対する貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。

　退職給付引当金の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法に

ついては、期間定額基準によっております。

　過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により按分した額を費用処理することとしております。

　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度から費

用処理することとしております。

(3) 製品保証引当金

　販売製品について将来発生するアフターサービス費用の支出に備えるため、過去の実績

額を基礎とした当社所定の基準により当事業年度の負担額を計上しております。

(4) 関係会社事業損失引当金

　関係会社に対する将来の損失に備えるため、損失見積額を計上しております。

(5) 本社移転損失引当金

　本社移転の決定に伴い将来発生が見込まれる原状回復費用等の支出に備えるため、発生

見込額を計上しております。

４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

５．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約等について振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理によっており、また、金利及び通貨スワップについて特例処理の

要件を充たしている場合には特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

　当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりであります。
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①　ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建売掛金及び受取手形

②　ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

③　ヘッジ手段：通貨スワップ

ヘッジ対象：外貨建借入金

(3) ヘッジ方針

　外貨建予定取引に関して、為替予約を付し為替変動リスクをヘッジする方針であります。

また、金利スワップ取引は金利の変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジす

る方針であります。

　なお、連結グループ内資金の有効活用等を目的として在外子会社から所在地国通貨によ

る借入を実施する場合があります。その場合には、通貨スワップ取引により為替変動リス

クをヘッジする方針であります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を比較して、

ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップ及び通貨

スワップについては、ヘッジ有効性の評価を省略しております。

６．消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

（表示方法の変更）

　（貸借対照表）

　前事業年度において、「固定負債」の「長期借入金」に含めていた「関係会社長期借入

金」（前事業年度は、400,000千円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立

掲記することとしました。

（追加情報）

　　役員退職慰労金制度の廃止

　当社は平成27年６月26日開催の定時株主総会において、役員に対する退職慰労金制度の

廃止及びその打切り支給を決議しました。

　これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、当事業年度末現在の未払額168,460

千円を固定負債の「その他」に計上しております。
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（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 8,677,505千円

２．担保資産及び担保付債務

①　担保に供している資産は次のとおりであります。

資 産 金 額

建 物 911,822千円

土 地 1,535,165千円

投 資 有 価 証 券 91,288千円

合 計 2,538,275千円

②　担保付債務は次のとおりであります。

金 額

短 期 借 入 金 200,000千円

１ 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 844,000千円

長 期 借 入 金 2,935,000千円

合 計 3,979,000千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権

売掛金 1,331,365千円

短期貸付金 13,750千円

その他流動資産 58,103千円

長期金銭債権

長期貸付金 376,000千円

短期金銭債務

買掛金 1,547,429千円

その他流動負債 103,283千円

４．保証債務

　次の関係会社について、金融機関よりの借入等に対して保証を行っております。

保 証 先
保 証 金 額 保証債務の

内 容円貨額(千円) 外 貨 額

TERASAKI ELECTRIC (EUROPE) LTD. 24,288 150千英ポンド 履 行 債 務

合 計 24,288

－ 44 －

個別注記表



2016/05/30 18:14:44 / 15175355_寺崎電気産業株式会社_招集通知

（損益計算書に関する注記）

関係会社との取引高

売上高 5,071,813千円

仕入高 8,878,285千円

製造費用 143,491千円

販売費及び一般管理費 274,063千円

営業取引以外の取引高 597,955千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普 通 株 式 1,021 － － 1,021

合 計 1,021 － － 1,021

（税効果会計に関する注記）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

関係会社株式評価損 9,060千円

関係会社出資金評価損 57,380千円

貸倒引当金 87,850千円

退職給付引当金 26,391千円

未払賞与 115,473千円

たな卸資産評価損 127,876千円

賃貸借契約解約損 221,760千円

その他 302,929千円

　　　　　　繰延税金資産小計 948,721千円

評価性引当額 △288,409千円

　　　　　　繰延税金資産合計 660,312千円

繰延税金負債

特別償却準備金 △13,478千円

その他有価証券評価差額金 △72,935千円

繰延税金負債合計 △86,414千円

繰延税金資産純額 573,897千円
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（注）当事業年度における繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。

流動資産　－　繰延税金資産 333,393千円

固定資産　－　繰延税金資産 240,504千円

　2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を

改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年

４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の

計算において使用した32.2％から平成28年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれ

る一時差異については30.8％に、平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる

一時差異については30.5％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれ

る一時差異については、30.2％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は26,665

千円減少し、法人税等調整額が31,496千円、その他有価証券評価差額金が4,830千円それぞ

れ増加しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

　当事業年度において、関連当事者との間で次の内容の取引を行っております。

子会社及び関係会社等

種 類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者との
関 係

取引の内容
取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社 (株）耶馬溪製作所
所有

直接　100％
製 品 の 仕 入
役 員 の 兼 務

原材料の購入 *2 3,314,192 買 掛 金 382,336

子会社 テラテック（株）
所有

直接　100％
資 金 の 借 入
役 員 の 兼 務

資金の借入 *3 200,000
長 期
借 入 金

600,000

子会社 テラサキ伊万里（株）
所有

直接　100％

製 品 の 仕 入
資 金 の 貸 付
役 員 の 兼 務

原材料の購入 *2
資金の貸付 *3

2,169,792
290,000

買 掛 金
長 期 貸
付 金

369,880
290,000

子会社
TERASAKI ELECTRIC
(M) SDN.BHD.

所有
直接　100％

当社製品の販売
製 品 の 仕 入
役 員 の 兼 務

製品の販売 *1
原材料の購入 *2

411,359
2,754,087

売 掛 金
買 掛 金

125,293
688,576

子会社
TERASAKI ELECTRIC 
(EUROPE) LTD.

所有
直接　100％

当社製品の販売
役 員 の 兼 務

製品の販売 *1 1,701,139 売 掛 金 417,663

子会社
TERASAKI ELECTRIC CO.,
(F.E.) PTE.LTD.

所有
直接　100％

資 金 の 借 入
役 員 の 兼 務

資金の返済 *3
資金の借入 *3

378,780
1,316,610

長 期
借 入 金

1,316,610

（注）１．取引金額には消費税等は含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針

*1：当社製品の販売については、市場価格を基に販売価額を決定しております。

*2：原材料の購入については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、購入価

格を決定しております。

*3：資金の借入の借入利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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（１株当たり情報に関する注記）

１株当たり純資産額 960円16銭

１株当たり当期純利益金額 26円90銭

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

当期純利益 350,484千円

普通株式に係る当期純利益 350,484千円

普通株式の期中平均株式数 13,028千株

（重要な後発事象に関する注記）

　該当事項はありません。

（注）　本注記表中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月20日

寺 崎 電 気 産 業 株 式 会 社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 本 　 要 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 仲 下 寛 司 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、寺崎電気産業株式会社の平成27年４
月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、寺崎電気産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月20日

寺 崎 電 気 産 業 株 式 会 社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 松 本 　 要 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 仲 下 寛 司 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、寺崎電気産業株式会社の平成
27年４月１日から平成28年３月31日までの第36期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査
を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 49 －

計算書類に係る会計監査報告



2016/05/30 18:14:44 / 15175355_寺崎電気産業株式会社_招集通知

監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第36期
事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法
及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項
に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について取締役及び従業員等からその構築及び運用
の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、下記の方法で監査
を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部
統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び従業員等から
その職務の執行に関する事業の報告を受け、必要に応じて説明を求
め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の
取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを確認するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通
知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

－ 50 －

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ
ると認めます。

平成28年５月27日

寺崎電気産業株式会社　監査等委員会

常 勤
監査等委員 赤 木 孝 史 

監査等委員 友 杉 芳 正 

監査等委員 鷹 野 俊 司 

（注）監査等委員 友杉芳正及び鷹野俊司は、会社法第２条第15号及び第331
条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上

－ 51 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、安定的な配当の継続及び経営基盤の充実と今後の事業展開のための内

部留保を確保しつつ、業績、経営環境及び財務状況等を総合的に勘案して決定す

ることとしておりますが、当事業年度につきましては以下のとおりといたしたい

と存じます。

期末配当に関する事項

第36期の期末配当につきましては、１株当たり期末配当12円といたしたい

と存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当に関する事項及び総額

当社普通株式１株につき金12円(普通配当12円）といたしたいと存じま

す。

なお、この場合の配当総額は156,347,748円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月30日といたしたいと存じます。

－ 52 －

剰余金処分議案
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第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）８名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。本議案において同じ。）全員（８名）

は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の

選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役の候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

ふ じ た 　 ま さ か ず

藤 田 正 一

(昭和15年１月１日生)

昭和30年４月　当社入社

平成６年６月　当社取締役

平成９年６月　当社常務取締役

平成13年３月　当社代表取締役社長

平成23年４月　当社代表取締役会長

　　　　　　　（現在に至る）

17,000株

２

て ら さ き 　 た い ぞ う

寺 崎 泰 造

(昭和40年５月28日生)

平成７年５月　当社入社

平成11年６月　当社取締役

平成13年３月　当社常務取締役

平成17年４月　当社代表取締役専務（シス

テム事業事業部長）

平成19年４月　当社代表取締役専務（経営

本部・情報開示・技術・人

事・総務担当）

平成23年４月　当社代表取締役社長

（現在に至る）

1,109,680株

３

す と う 　 ま こ と

周 藤 　 忠

(昭和26年７月20日生)

昭和50年４月　当社入社

平成６年４月　当社機器事業営業部大阪支

社長

平成９年４月　当社機器事業営業部部長

平成20年４月　当社機器事業営業統括部長

平成20年６月　当社取締役（機器事業営業

部・国際部担当）

平成23年４月　当社常務取締役（機器事業

担当）

（現在に至る）

13,800株

－ 53 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

４

お か だ 　 し ゅ ん じ

岡 田 俊 二

(昭和27年12月24日生)

昭和52年４月　当社入社

平成13年９月　当社機器事業マーケティン

グ部部長

平成16年４月　当社子会社　　TERASAKI 

ESPANA,S.A.U.社長

平成20年４月　当社システム事業産業用統

括部長

平成20年６月　当社取締役（システム事業

産業部担当）

平成23年４月　当社常務取締役（システム

事業担当）

（現在に至る）

10,300株

５

い け だ 　 や す た か

池 田 康 孝

(昭和28年11月４日生)

昭和52年４月　当社入社

平成11年４月　当社機器事業技術部長

平成19年４月　当社機器事業品質保証部長

平成22年４月　当社経営本部経営企画室長

平成23年６月　当社取締役（経営企画・技

術・情報開示担当）

（現在に至る）

4,000株

６

く ま ざ わ 　 か ず の ぶ

熊 澤 和 信

(昭和30年10月22日生)

昭和53年４月　当社入社

平成12年４月　当社人事部長

平成17年４月　当社システム事業マーケテ

ィング部長

平成18年４月　当社システム事業産業部長

平成21年４月　当社経営本部総務部長

平成23年６月　当社取締役（人事・総務担

当）

（現在に至る）

8,000株

－ 54 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

７

な が せ 　 じ ゅ ん じ

長 瀬 順 治

(昭和32年６月１日生)

昭和58年４月　当社入社

平成16年４月　当社システム事業事業管理

室室長

平成24年４月　当社経理部部長

平成25年６月　当社取締役（経理担当）

（現在に至る）

8,007株

８
に し だ 　 ま さ お

西 田 昌 央

(昭和33年11月24日生)

昭和56年４月　当社入社

平成18年４月　当社経営企画室長

平成22年４月　当社機器事業営業部長

平成23年４月　当社システム事業産業部長

平成25年４月　当社子会社 TERASAKI

　　　　　　　ELECTRIC(SHANGHAI)

　　　　　　　CO.,LTD.総経理

平成27年５月　当社子会社 テラテック㈱

代表取締役社長

平成27年６月　当社取締役（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ･ﾗ

ｲﾌｻｲｸﾙ事業担当）

              （現在に至る）

9,000株

　（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

　　　　２．取締役候補者はすべて、再任の取締役候補者であります。

                                                                           以　　上

－ 55 －

取締役選任議案
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株主総会会場ご案内図

会　場　大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

天王寺都ホテル６階　吉野西の間

（主な 寄り駅からの道順）

(1）地下鉄天王寺駅下車　　　　　　御堂筋線東改札を出て天王寺都ホテル

地下入口へ

(2）ＪＲ各線天王寺駅下車　　　　　東口を出て横断歩道を渡り天王寺都ホ

テル正面入口へ

(3）近鉄南大阪線阿部野橋駅下車　　東改札（地下）を出て天王寺都ホテル

地下入口へ

北

天王寺公園

地
下
鉄
谷
町
線

谷
町
線
天
王
寺
駅

御堂筋線天王寺駅

ＪＲ阪和線

ＪＲ大阪環状線

ＪＲ大和路線
 （関西線）

地下鉄御堂筋線

地下鉄③番出口

新宿ごちそうビル

近鉄南大阪線

阪
堺
上
町
線

近鉄
阿部野橋駅

北口

南口 東口

ＪＲ天王寺駅
天王寺ＭＩＯ

天王寺都ホテル

あべのハルカス
近鉄本店

（お願い）　お車でのご来場はご遠慮ください。

地図




